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有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業に係る

Q&A(3/13追 加分)の送付について

時下益 々 ご清栄 の こ ととお慶び 申 し上 げます。

さて、平成 25年 度補正予算 にお ける有床診療所等 スプ リンクラー等施設整備事

業 の実施要綱等 につ きま しては、平成 26年 3月 11日 付 (地 1249)の文書 をもつ

て、貴会宛 にお送 りしてい る ところで あ ります。

今般厚 生労働省 よ り、本事業 に係 る 「Q&A」 を追加 した との連絡 が あ りま した

ので、取 り急 ぎお送 りいた します。 また 3月 11日 にお送 りした Q&Aに つ きま し

て も、 Q&Alに 日付 の誤 りがあったた め修正 され てい ます。

なお、今 回追加 され た Q&A19に 関連 して、消防庁 「第 3回 有床診 療所火 災対

策検討部会」 の資料 3-10、 3-11を 添付 いた します。

つ きま しては、本件 について貴会 におかれ ま して もご了知いただ きます とともに、

貴会会員 医療機 関へ の周知方 につ き、 ご高配賜 ります よ うよろ しくお願 いいた しま

す。



有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業に関する質問(3/13追加分 )

(平成26年 3月 13日現在 )

番号 間 回答

<補助対象について>

18 個人開設の病院・診察所は補助対象か。
補助対象となる。
国が開設する施設を除き補助対象となる。
(※国の機関は対象外例:刑務所診察所・自衛隊診療所 等)

19

第3回有床診療所火災対策検討部会資料3-111こ お
いて、スプリンクラーヘッドの免除部分を包含するよう
にE内消火栓又は補助散水栓を設ける基準の見直
し案が示されているが、今回の補助金の補助対象と
はならないのか?

本補助金においては、スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備)、 自動火災報知設備、火災通報装置が補助対象である。

12条第2項第8号により、「スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散
とされており、スプリンクラー設備の一部であると言えることから、スプリンクラー設備の一部」

として設ける場合のみ、本補助金の補助対象となる。
こ内消火栓は消防法上、スプリンクラーとは別の消火設備であるため、本補助金の補助対急とはならない。

<事業計画書の記載方法>

20
延べ床面積には、棟内に医療機関以外の施設があ
る場合、その部分を含めるのか。

棟全体の延べ床面積を記載するため含めて記載する。

21
整備面積(補助対象面積)には、様内に医療機関以
外の部分がある場合、その部分を含めるのか。

整備面積(補助対象面積)は医療施設として機能しうる部分を対象とするため、それ以外の部分(例 :住宅部分等)については
含めない。

22 練式2の「病床数」は、許可病床か。 貴見の通り。

23
収容人員中、医師看駐師等従業員の算定方法(時

点、常勤換算or亜数、複数棟兼務の場合等)

Ч又碁 人 員 ほ 、W火 甘 埋 奮 学 の 配 Eの た め にユ 雇 した渭 砺 当局 に破 哲 千 を行 つている良 取 を百じ駁 。

O消防法施行規則第1条の3の算定方法による算出
次に掲げる数を合算して算定
1 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、■瞳師その他の従業者の数

(従業者の数は、常勤・ヨF常勤に関わらず業務に従事している者の実員の数)

2病室内にある病床の数
3待合室の床面積の合計を3耐で除して得た数
※ ,肖 防当局に収容人員の報告等を行つていない場合においても、上記により算出して記載。

24 主な診療科は一つ記取か 「主な」という範囲内で複数回答可。



有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業に関する質問(3/13追加分 )

(平成26年 3月 13日現在 )

番号 問 回答

25

一日平均入院患者数の算定方法 (直近の報告とは、
病床設置後問もない施設の取扱い、練or施段、計算
期間等)

医療法第6条の3に基づく医療機能情報提供制度において、都道府県に報告し
※前年度の入院患者延数をそれぞれ暦日で除した数。入院患者延数とは、
在院している患者数を合計した数である。(立入検奎要綱の定義と同じ)

ている直近の数字を登録。
年度間における毎日24時現在に

26
夜間の職員実配置人数の算定方法(何の数値、時
点、常勤換算or頭政、板敷棟兼務の場合等)

午前2時時点において勤務する実職員数(申請日を基準にして直近lヶ月間における平均的な人数)を記破。

27
収容人員、正床面積、一口平均入院患者数、夜間の
職員実配E人数の端散処理の方法

収容人員、延べ床面積、夜間の職員実配置人数は、小数点第2位を四捨工入の上、小数点第刊位の数字を登録。
一日平均入院息者数にあっては、小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位の数値を登録(立入検と要綱の定義と同じ)

28
建築構造や内装仕上げで複数欧当する場合はどう記駁
するか

主に採用されている構造や仕上げを回答していただきたいが、
同程度の割合の構造が複数ある場合は、より危険性が高いと考えられる選択肢(JF耐火、可燃)を選択すること。

29
消火」ll練及び避難河ll練の実施回数の対象期間はい
つか 今回は平成24年度(平成24年 4月 1日 ～平成25年 3月 31日 )に行った実施回数

30
対象面積おく読み取れる整備回面とはどの程度のものか
く求積国等必要か)

平画図 (寸法入りのもの)

なお、収容人員算出のための待合室の面積がわかる必要はない。

31

補助金の実績を報告するにあたり、当骸医療機関を
管構する消防本部の「消防検査済証」の提出は必要
か。

必要である。
なお、支付決定時にも改めて周知する予定であるが、実績報告書の提出時に「消防検と済証」も併せて提出していただく。

<執行に当たって>

32
予算観を超える要望があった場合は、国が予算領の
範囲内で事業を採択し、内示を行うのか。

貴見の通り。

33
医療施設整備費補助金のメニューに入つているが、
27年度以降も補助があるものと考えてよいか。

今後も、設置義務化範囲の拡大等に対応する補助金の確保に努めたい。



有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業に関する質問(3/13追加分 )

(平成26年3月 13日現在 )

番号 間 回答

<既出Q&Aについての長と>

34

「Q&Aの No14～ 17」 については、消防庁の火災対策
検討部会の検討が進み次第更新する予定。」となっ
ているが、現時点では補助対象等が決まつていない
ということか。

平成25年度補正予算における補助対象は、設置と務がかかるかどうかは、直接関係がない。
しかしながら、義務化対象拡大の範囲及び股置が盟められる通常型、水道速結型などの機種につし
クラー等を設置するかどうかを判断する上で重要なことであるため、お知らせすることとしている。

てヽは、事業者がスプリン

35
「Q&Aの No14」で設置と務の免除として産科がある
が、助産所も同様と考えてよいのか。

同様と考えて良い。
なお、免除の方向で綸船が進んでいる状態である。

36
整備するスプリンクラー等の種類について、面積等
に応じた規定はないのか。

Q&Aの No16記載のとおり、1,000nf未満の施設には、水道速結型スプリンクラーの設置が隠められる方向で離論が進んでい
る。



3月 11日 付 (地 1249)でお送りしたものに、一部修正

が加えられたものです。(Q&Al 赤字部分)

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業のQ&A集

番号 問 回答

く補助対象について>

「有床診察所等スプリンクラー等施設整備事
業」の事業内容及び補助対象は 錦盤    禦 鳥写規盟 輔制輪裂醸線な乳鍵蹴聰鑑昭!織

施股単位で交付申睛を行うもの

鉄 災通報装置整仰 よ 隊 床 病隊 助産所のうち病床又
!却 路 盤 珊 声塁梵勇基進琴覇繭置言琶備ずる際の工事費について補助するもの (基準単価300千 円

で交付申情を行うもの

スプリンクラー施設整備における補助対象面
積の考え方は 補助対象面積とは、補助対象である棟のうちスプリンクラーを設置する部分の面積である。

スプリンクラー等 (自 動火災報知設備・火災通
報装置含む)施設整備は新規設置の場合のみ
対象となるのか。

そのとおり。
設置済みのスプリンクラー等の更新は補助の対象外。

スプリンクラー施設整備について、当該補助金
により、水道連結型スプリンクラーの設置は可
能か。

可能である。
消防庁の有床診療所火災対策検討部会において、水道速結型スプリンクラーの設置が認められる施設について隆論がさ

れており、水道違結型スプリンクラーが認められる施設については、補助の対象である(詳細については間16参照)。

スプリンクラー施設整備について、1つの施設
が補助対象となる棟を複数所有している場合、
棟ごと1こ 申請することは可能か。

可能である。なお、その際事業計画書においては棟ごとにも必要事項 (建築構造・主な診察科等)を記載していただくこと1こ

なる。

自動火災報知設備整備、火災通報装置整備
について、単独での設置でも補助対象になるの
か。また、基準額が1か所当たり1,000千 円、300
千円となっているが、1か所当たりとはどのよう
な意味か。

単独の段置でも、補助対象になる。
また、1か所当たりとは、補助の対象1施設当たり1か所という意味である。
※例えば、1施設で複数棟に自動火災報知設備を設置する場合においても基準銀は ,ヽ000千円となる。

予算額を越える要望があつた場合の取り扱い
は

予算額の範囲内で事業を採択し、内示を行うこととする。
その際、施設単位ではなく補助区分 (スプリンクラー・自動火災報知・火災通報装置)ごと、またスプリンクラーにおいては更

に棟ごとに採択・肉示をさせていただく。
※よつて申話額も補助区分ごと、スプリンクラー整備においては棟ごとに申請いただくため、整備図面及び見積書もそれぞれ
わけて作成していただくことになる



く補助申語上の冒な点>

8 交付額の算出はどのよう1こ行うのか。
当該事業は補助率を設けない「定額補助」となつており、基準額と対象経費の実支出額を比べて少ない額を交付額とするも

のである。

9 都道府県の負担は生じるのか。 都道府県の負担は義務と1まされてはいないが補助額に上乗せすることは可能である。

10
いつからいつまでの工事について、補助対象

となるのか。

年度中に工事完7するものが、補助対象となる。内示

は交付決定の取
(補助金受領後に内示前の着手が発覚した場合に
都道府県への申請をもって着手することも補助対り,肖 し及び補助金の返還の対象となること力`ある。また

はな りませ ん 。)

※また施設新築の場 施設全体の建築工事とは別にスプリンクラー等の設置にかかる工事を内示後に行うことであれば対
際、対象部分のみの事業費及び若工開始がわかる資料を提出していただく)ることは可能 (その

11

補助金を使用して整備したスプリンクラーな
どについて、その後取り壊す場合などに制限は
あるのか。

補助金を受けて得た財産を、取り壊しなどの処分を行う際は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三
十年八月二十七日法律第百七十九号)に基づき、制限がかかる。処分制限期間に取り壊し等を行う場合には、厚生労働省
所管補助金財産処分承認基準を今照の上、手続きいただくこと1こなる。

12 補助金を申睛する場合の必要書類は何か。

①事業計画総括表(株式1)・②事業計画書(株式2)・③補助対家面積を表す図面並びに事業貴の算出根拠となり得る見
積書(可能な限り2社以上)等、以上3点を提出していただく。その後審査により、内定通知(内示)を受けた施段に関しては交
付申請書を提出していただくことになる。

13
当骸補助金を受ける場合に、公的な金融機関

等において優遇融資をする制度があるのか。

(独 )福祉医療機構においては、医療施設のスプリンクラー等の火災対策を推進するため、厚生労働省から財政支援を受け
たスプリジクラー等設置整備に対する優遇融資を実施することとしており、優遇される融資内容は、通常の施設整備に対する
融資と比較して、融資率の引上げ、一定期間の利率の引下げを行うこととしている。
なお、融資に関する手続き、融資内容等の詳細については、(独)福祉医療機構へ問合わせ願いたい。

◎医療施設のスプリンクラー等融資の問合せ先
。東日本地域 医療貸付部 医療審査課 L:03-3438-9940
・西日本地域 大阪支店 医療審査課 L:06-6252-0219

(参考1)医療施設におけるスプリンクラー整備等の優遇措置
① 融資率を通常80%→90%
② 通常貸付利率 基準金利から△O.5(当初5年間)

の優遇融資を実施



<スプリンクラーの設置強務等について>
※N014以下については、消防庁火災対策検討部会の検討が進み次第更新する予定。

14 スプリンクラーの設置義務範囲について
る交農妖群毛祀剛 i韻Ⅲ股として離B府が進んている施設は以下のとおり
入院が常態化していないといえる一日平均入院患者数が1人未満となる施股

※

※公的統計資料により確認予定。詳細要件は検討中。
②自力避難が困難な者が入院することが想定しがたい施設 :

入院患者の主な診療科が、自力避難困難な者が少ないと判断てきる診察科(特に産科、眼科、耳鼻科、皮膚科、歯科などを
想定)である施設。

【消防庁第二回有床診察所火災対策検討部会資料3-6、 3-7】

15
福祉施設と同様に延焼抑制構造を持つ施設に

ついて、スプリンクラーの設置義務は免除されな
いのか。

スプリンクラーと同等の防火安全性を有する延焼抑制構造を持つ施設について、スプリンクラー設置を要しないという方向で
離論が進んている。
具体的には、以下の要件が検討されている。。

・ 1000∬以上の施設については、居室とそれ以外の部分を耐火構造 (※ 1)の床・壁で200市以内ごとに区画し、当骸区
画の開口部に特定防火設備 (※ 2)を設け、廊下等の内装を準不燃材料 (※ 3)、 その他の部分の内装を難燃材料 (※ 4)で仕
上げたもの
。1000浦未満の施設については、居室とそれ以外の部分を率耐火構造 (※ 5)の床・壁で100謂以内ごとに区画し、当骸
区画の開口部に防火設備 (※ 6)を設け、廊下等の内装を率不燃材料、その他の部分の内装を難燃材料で仕上げたもの

※1耐火構造 :建築基準法第2条第フ号
※2特定防火設備 :建築基準法施行令第1刊 2条第1項
※3準不燃材料 :建築基準法施行令第1条第5号
※4難燃材料 :建築基準法施行令第1条第6号
※5準耐火構造 :建築基準法第2条第7号の2
※6防火設備 :建築基準法第2条第9号の2ロ

【消防庁第二回有床診療所火災対策検討部会資料3-8】

16
水道速結型スプリンクラーの設置が認められ

る範囲について

現在、消防庁の有床診療所火災対策検討部会において、水道連結型スプリンクラーの設置の可否について検討されている
ところであり、延床面積1000謂未満の施設については水道速結型スプリンクラーの設置によって、通常のスプリンクラーの代
替が可能となるという方向で融論が進んでいる。
なお、1000阿1以上の施設における、通常のスプリンクラー股備に代替えする例外措置については、引き続き検討を行つてい

るところである。。

【消防庁第二回有床診療所火災対策検討部会資料3-9】



17
スプリンクラーヘッドの設置税務を免除できる

範囲について

舞要宅ど翻発課糖 繋 笑報 潔 卿 写規則珈3条第3項第7号及び闇8号の簡所00印てこ
があると認められる場合には、スプリンクラーヘッドの設置を免除することがで鉛 伝売名健紹岳凰崎員爵賃i&のおそれ

※ ,肖防法施行規則第13条第3項第7号、8号
七 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔

垂
、重症患者集中治察看隆室その他これらに類する室

′(レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は鹿棄する:

【消防庁第三回有床診療所火災対策検討部会資料3-10】



資料3-10有床診療所 B病院におけるスプリンクラーヘッドの設置場所

O現 行の基準と改正案の比較 参考 ……"…………………………山……………………・
O福祉施設における現行の基準

6項ハ
寝室

廊下・

納戸等
デイルーム トイレB

風呂

-6,000m

6,000n汗 ～ O O O X

゛

6項イ (現行 )

〔〕内は病院
病室

廊下・

納戸等

診察室 B

理学療法室
手術室・人エ
血液透析室

トイレロ

風呂

6,000下未満
〔3,000下未満〕

6,000ロド甕火」L
E3,000下以上〕

O O ※ 1 ×

6項イ(改正案)
病室

廊下日

納戸等

診察室日

理学療法室
手術室 B人工
血液透析室

トイレB

風呂

1,000下未満
※2 O X ※ 1 X

1,000ド以上
※3 O O ※ 1 X

6項ロ

(H19以降)

寝室
廊下・

納戸等
ル ー ムデイ

トイレロ

風呂

-1,000nド

※2 O X O X

1,000mだ―

※3 O O O X

小規模な施設の廊下は、多くの可燃物が置かれる
可能性が低いため出火危険性が低い。万が一出
火しても、延焼拡大が緩慢であること、職員の駆け
つけ時間も短く消火器による初期消火が期待でき
ること等からヘッドを免除している。

※1 スプリンクラーヘッドによる放水により人命に危険を
及ぼす等のおそれがあると認められる場合には、
ヘッドが免除されている。

※21′000ポ未満のものは、水道連結型スプリンクラー

設備の設置が可能

※3ヘッド免除場所は、屋内消火栓設備又は補助散水
栓によりカバーする。

O病院日診療所等での一般的な可燃物を想定すると、6項
口と同様、水道連結型スプリンクラー設備を用いることに
よる延焼拡大抑制は可能。

O一方、消火性能が低いことを考慮し、不測の火災拡大に

より消防活動が著しく困難となることを避けるため、一定

規模以下に設置を限定する必要がある(6項口と同様に
1,000浦未満に限ることとしてはどうか )。



資料3-1可スプリンクラー設備以外の消防用設備等の基準の見直し
田消火器及び屋内消火栓設備

現行基準 (病院田診療所)

※屋内消火栓については
①耐火構造+内装制限の場合

2100帯以上

②準耐火+内装制限(又は耐火構造)

1400ド以上

③上記以外の場合
700下以上

150mド 2100∬※

肖

一
内
一

屋
一

∫

′

′

※構造、内装制限により1400活 700ポの場合あり

3b00謂 (病院)

6000下 (診療所日助産所)

6項目 (盟宏田症 GH等)スプリンクラーについてはH27.4.1改正基準

ヽ

※屋内消火栓については
①耐火構造+内装制限の場合

1 000Hf以上
②準耐火+内装制限(又は耐火構造)

1000「f以上
③上記以外の場合

700下 以上

スプリンクラー

屋内追火栓

限により700活の場合あり

150日百    10ooロド   2100m百 〉〈

※構造、内

‐



スプリンクラー設備以外の消防用設備等の基準の見直し

スプリンクラー設備と屋内消火栓 (又は補助散水栓)の関係

スプリンクラーヘッド

屋内消火栓

(又は補助散水栓 )

●考え方
・原則として6項口(認知症GH等 )と同様とする。
B消火を目的としたスプリンクラー設備 (水道連結型スプリンクラー設備ではないスプリンク
ラー設備)を設置することとなる1000浦以上の施設に対し、スプリンクラーヘッドの免除
部分を包含するように屋内消火栓又は補助散水栓を設ける。

廊 械室

病室 病 病室 手術室



屋内消火栓 (又は補助散水栓)の概要

設置基準

設置間隔
放水圧

力
放水量 水源量

特徴 課題

O全ての用途の建物
で利 用可能

O折りたたみホースを
使 用

O操作に2名 以上必要
O全ホースを引き出さ
ないと利用できない。

1号消火栓

(易操作性1号消火
栓)  Ⅲ翌ェ 1

25m
以下

0.司 フ

MPa以
上

130L
/分
以上

2.6
ポ以
上 O既存の一号消火栓

に置き換えるためには、
ポンプの増強、消火栓
箱の大型化が必要

2号消火栓
(補助散水栓)

15m
以下

0.25
MPa以
上

60L
/分
以上

1.2
ポ以
上

化
O保形ホースを使用

O可燃物が多く置かれ
る工場□倉庫には利用
不可

広範囲型2号消火栓

25m
以下

0.17
MPa以
上

80L
/分
以上

1.6
爾以

上

01名 で操作が可能
O保形ホースを使用

Oポンプの増強、消火
栓 箱の大型化せずと

も、既設の1号消火栓
から改修可能

O可燃物が多く置かれ

る工場・倉庫には利用
不可

3



スプリンクラー設備以外の消防用設備等の基準の見直し
B ヘ 〕

延べ面積 (謂 ) 500

現行基準

※診療所は特例免除要件あり

特定火災通報装置 易型の火災通報装置)の設置可

認知症GH等

病院B診療所等 設置義務有

設置義務有

0考え方

・早期かつ確実に消防機関への通報のためにすべての病院・有床診療所等に火災通報装

置を設置するよう基準を見直し

※固定電話のある診療所に設置免除されている運用についても有床診療所については見直し

・少ない人員での避難誘導に専念するため、病院・有床診療所等に設置する火災通報装置

は自動火災報知設備と連動して起動するよう基準を見直し

延べ面積 (浦)o           500

特定火災通報装置の設置可

※特例免除要件あり

自動火災報知設備
起動

病院日有床診療所等 設置義務有

6項イのうち上記以外 設置義務有


